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釧路市林業事業体作業用具等購入支援事業補助金交付要綱 

 

第１ 趣旨 

この要綱は、林業事業体及び森林組合における林業就業者の作業の効率化や労働環境の

整備を森林環境譲与税を活用して支援することにより、林業就業者の定着を促進するとと

もに林業事業体の育成を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付

については、釧路市林業振興条例（平成１７年１０月１１日付釧路市条例第１８３号。以

下「条例」という。）、釧路市林業振興条例施行規則（平成１７年１０月１１日規則第２

０２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

第２ 事業の内容 

釧路市内の林業事業体又は森林組合に従事する林業就業者のため、森林内での施業に必

要な作業用具等の購入を行う者に対し、その購入経費に対し森林環境整備基金を財源とす

る予算の範囲内で補助するものとする。 

 

第３ 事業主体 

北海道林業事業体登録制度において市内に住所登録がある事業体、及び市内に事務所が

所在する森林組合（以下「林業事業体等」という。）とする。 

 

第４ 補助金額 

第３に定める事業主体が新規に正規職員を雇用することにより必要となる作業用具等

で、北海道が行う「森林整備担い手対策推進事業」の補助対象と重複しない場合につ

き、下表のとおり助成する。 

なお、下表における「a.小規模作業用具」は補助対象経費が１件４０万円以下の作業

用具とし、「b.中規模作業用具」は補助対象経費が１件４０万円を超える作業用具であ

って「釧路市高性能林業機械導入・木材加工流通施設整備支援事業」の対象となるもの

を除く。 

また下表②においては「a.小規模作業用具」又は「b.中規模作業用具」の区分のいず

れかで行うものとし、同一年度に両方の区分で交付決定を受けることはできないものと

する。 

 

①新規雇用者枠 

区 分 補助対象経費 補助率 補助金上額額 

a.小規模作業用具（新規雇用者
用） 新規雇用者用の林内

作業用具等の購入に
要する経費 

補助対象
経費の 2
分の 1 以
内 

20 万円 
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②既存人員枠（a.b の区分よりいずれかを選択） 

区 分 人員区分 補助対象経費 補助率 補助金上限額 

a.小規模作業用具 
（既存人員用） 1 人～10 人 

林業事業体等で雇用
する現場作業員用の
林内作業用具等の購
入に要する経費 

補助対象
経費の 2
分の 1 以 
内 

20 万円 

11 人～20 人 
40 万円 
(20 万円×2 件分) 

21 人以上 
 60 万円 

(20 万円×3 件分) 

b.中規模作業用具 

― 
林業事業体等が使用
する林内作業用具等
の購入に要する経費 

 

50 万円 

１「新規雇用者」とは、当該年度に雇用された正規職員で、かつ釧路市内の事業所

において通年雇用されている現場作業従事者とする。 

２「②a 小規模作業用具（既存人員用）」における人数区分は、北海道林業事業体登

録制度において毎年４月１日時点に公表されている登録情報における現場作業員

の人数のうち、釧路市内の事業所で雇用している人数により区分するものとす

る。 

  ３「補助対象経費」は消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

    

 

第５ 補助金交付申請 

１ 助成を受けようとする林業事業体等は、事業開始前（購入前）に、①a 新規雇用枠

における小規模作業用具の申請の場合は別記第１－１号様式により、②a 既存人員枠に

おける小規模作業用具の申請の場合は別記第１－２号様式により、②b 既存人員枠にお

ける中規模作業用具における申請の場合は別記第１－３号様式により、補助金交付申

請書及び関係書類を市長へ提出するものとする。 

２ 市長は補助金交付申請書の提出があった場合には、内容を審査し、その適否を通知

する。 

３ 補助事業の内容を変更する場合、申請者は、事前に市と協議のうえ、速やかに別記

第２号様式により補助金変更承認申請書を市長へ提出するものとする。但し、補助金

交付申請額の 10%を超えない増減であって、補助金の増額が伴わない変更の場合はこの

限りでない。 

４ 市長は、補助金変更承認申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その適否を

通知する。 

 

第６ 交付条件 

 市長は、第６の２に規定により補助金交付決定を行うにあたっては、以下の条件

を付すものとする。 

１ 補助対象事業により取得した物品については、この補助金の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 
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２ 補助対象事業により取得した物品については、善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、その効率的な運用を図ること。 

３ 「b 中規模作業用具」の区分で交付決定を受けた者は、申請年度の翌年度から２年

間は、別記様式にて導入機械・作業用具の使用状況報告を行うものとする。 

 

第７  実績報告  

補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後２週間以内に別記第３号様式によ

り補助事業等実績報告書に添付すべき書類を添えて、市長へ提出するものとする。 

 

第８ 額の確定 

 市長は、実績報告書が提出されたときは、内容を審査し、妥当と認められる場合は補助

事業者へ額の確定を通知するものとする。 

 

第９ 雑則 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。 

 

付則  この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

        この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 


